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介護老人福祉施設 椋の木 重要事項説明書 

（令和 7 年 7 月 1 日現在） 

 

 

１ 事業の目的と運営方針 

 要介護状態にある方に対し、適正な介護老人福祉施設サービスを提供するこ

とにより要介護状態の維持・改善を目的とし、目標を設定して計画的にサービ

スを提供します。 

 また、関係市区町村、地域の保健・医療・福祉サービスと連携を図り、総合

的なサービスの提供に努めます。 

 

２ 概要 

（１）サービスの提供場所 

施設名称 社会福祉法人 真栄会 

特別養護老人ホーム 椋の木（むくのき） 

所在地 埼玉県上尾市大字平塚 322 番地 

介護保険指定番号 指定介護老人福祉施設 

（埼玉県 1171602327 号） 

管理者氏名 施設長 西浦 千恵子 

電話番号 ０４８－856－9901 

ＦＡＸ番号 ０４８－856－9904 

 

（２）同施設の職員体制 

 

 業務内容 常勤 非常勤 計 

施設長（管理者） 従業員・施設の管理   １  １名 

医師 健康管理及び療養上の指導   １ １名 

生活相談員 生活相談及び指導   2    2 名 

介護支援専門員 ケアプラン作成等   1  1 2 名 

管理栄養士 食事の献立作成、栄養指導等   １  １名 

機能訓練指導員 機能訓練、マッサージ等   1 1 2 名 

看護職員 

心身の健康管理、口腔衛生と機能

のチェック、保健衛生管理、看護・

介護業務 

1 5 6 名 

介護職員 介護業務全般 50 30 80 名 

甲種防火管理者 消防設備等の管理、火災に備えて訓練 １  １名 
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（３）同施設の設備の概要 

区分 数量・規模 備考 

入居定員 132 名  

居室（個室） 132 室  

ユニット型個室（1２.10～13.75 ㎡）  

医務室 １室  

看護室 １室  

共同生活室 １ユニット１１室（各ユニット）  

談話室 1 室（各ユニット）  

浴室 １室（各ユニット） 

2 室（機械浴室） 

個浴と特殊浴槽があ

ります。 

トイレ ３箇所（各ユニット）  

 

３ サービスの内容 

（１）施設サービス計画の立案 

    ご本人の状態に合わせた施設サービス計画を作成します。   

（２）食事 

    食事時間  朝 食  ８：００～ 

          昼 食 １２：００～ 

          夕 食 １８：００～ 

（３）入浴 

最低、週２回入浴可能です。特別浴の場合もあります。また、発熱等

症状に応じ、入浴を控えて清拭となる場合があります。 

（４）介護 

食事等の介助、入浴介助、排泄介助（おむつ交換含む）、着替え介助（起

床時・就寝時）、口腔ケア（食事後）、移動介助、移乗介助、体位変換、

シーツ交換、相談等の精神的ケア、日常生活の世話 

（５）健康管理 

  身体の状態により診察を行います。   

（６）理容・美容 

  理容・美容師の出張によるサービスを実施しております。 

（７）レクリエーション 

（８）栄養マネジメントの計画立案等 

 

４ 入退所の手続き 

（１）申し込み及び入居の手続き 

  ① 入居を希望する方は、電話等でご連絡の上、利用申込書を提出してく

ださい。 
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 ② 入居が決定した場合契約を締結しますが、契約の有効期間は要介護認

定の期間と同じです。ただし、入居要件を満たせば自動的に更新します。 

    ※ 詳細は、生活相談員にお尋ねください。 

（２）退所の手続き 

 ① 利用者の都合で退所される場合 

    退所を希望する日の３０日前までにお申し出下さい。 

② 自動終了 

   以下の場合は、双方の通知がなくても自動的にサービスを終了いたし

ます。 

  ア 利用者が他の介護保険施設に入居した場合 

 イ 介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、

非該当（自立）または要支援と認定された場合 

 ウ 利用者がお亡くなりになった場合、もしくは被保険者資格を喪失し

た場合 

③ その他 

 ア 利用者がサービス利用料金の支払いを２ヶ月以上延滞し、料金を支

払うよう催告したにもかかわらず１４日以内に支払わない場合、また

は利用者や家族などが当施設や当施設の職員に対して本契約を継続し

難いほどの背信行為を行った場合は、退所していただく場合がござい

ます。この場合、契約終了３０日前までに文書で通知いたします。 

  イ 利用者が病院または診療所に入院し、明らかに 1 ヶ月以内に退院で

きる見込みがない場合、または入院後 1 ヶ月経過しても退院できない

ことが明らかになった場合、文書で通知のうえ契約を終了させていた

だく場合がございます。尚、退院後に再度入居を希望される場合は、

お申し出下さい。 

  ウ やむを得ない事情により当施設を閉鎖または縮小する場合、契約を

終了し、退所していただく場合がございます。この場合、契約終了３

０日前までに文書で通知いたします。 

 

５ 当施設のサービスの特徴等 

（１）サービス利用のために 

① 職員への研修の実施 

    内部・外部研修へ積極的な参加を行っています。 

 ② サービスマニュアルの作成 

  利用者の受け入れから退所までの間、提供するすべてのサービスに関

するマニュアルを作成し、サービスの質の向上と標準化を図っています。 
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 ③ 身体拘束 

  利用者の安全確保上、緊急やむを得ない場合に限り、ご家族の了解を

得たうえで所定の手続きを経て、最小限度の対応をさせていただきます。 

    その様態および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむ

を得ない理由は記録します。 

（２）施設利用に当たっての留意事項 

 ① 面会 

   面会時間は、９時～１８時です。それ以外についてはご相談ください。 

② 外出、外泊 

    ご家族の付き添いによる外出、外泊は自由にできます。「外出・外泊届」

を提出してください。尚、外出、外泊に伴う車等の移送は施設では対応

できません。 

 ③ 喫煙、飲酒 

  館内及び敷地内においての喫煙、飲酒はご遠慮いただきます。（タバコ、

ライター、お酒は持ち込みことが出来ません。） 

④ 所持品の持ち込み 

    タンス等の家具・仏壇等はご相談ください。ライターや刃物等の危険

物の持ち込みはお断りいたします。また、多額の現金や高価な品物の持

ち込みも、原則お断りいたします。紛失・破損時の責任は負いかねます

のでご了承ください。 

⑤ 施設外での受診 

嘱託医師、協力病院の医師の指導ではなく、利用者・ご家族のご希望

で他の医療機関を受診する場合は、医療機関の確保・移送・手続き及び

付添いはご家族でお願いいたします。 

⑥ 宗教・政治活動 

    施設内で、他の利用者に対する宗教活動および、政治活動はご遠慮下

さい。  

⑦ ペット 

    施設内で飼育を前提にしたペットの持ち込みはお断りします。尚、面

会等でお連れになったペットについては、決められた場所で他の利用者

の迷惑にならないようにお願いいたします。 

 

（３）その他 

  ① 入院中の居室の取扱いについて（空床をショート利用する場合等） 

    利用者が入院されたベッドは、施設の持つ役割としてショートステイ

等の在宅で介護を受けられている方への一時的な利用に使用させていた

だきます。 

  ② 感染症や事故防止等の安全管理体制について 
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    施設における感染症対策及び事故防止につきましては、別に定めるマ

ニュアル・指針に基づき対応させていただきます。 

  ③ 賠償責任等の対応について 

    当施設において、施設の責任により利用者に損害が発生した場合、ま

た利用者に対する指定介護福祉施設サービスの提供により賠償すべき事

故が発生した場合は、速やかにその損害を賠償します。ただし、施設の

故意・過失によらない場合は対応いたしかねます。とりわけ以下の各号

に該当する場合は、事業所は賠償責任を免れます。 

    ア 入居者が、契約締結時にその心身の状況、病歴等及びサービス実

施のため必要な事項に関する聴取について故意にこれを告げず、

又は不実の告知を行ったことに専ら起因して損害が発生したとき 

    イ 入居者の急激な体調の変化等、事業所が実施したサービスを原因

としない事由に専ら起因して損害が発生したとき 

    ウ 入居者が、事業所及び従業者の指示・依頼に反して行った行為に

専ら起因して損害が発生したととき 

 

 

６ 利用料金（１単位が１０．２７円） 

（１） ユニット型介護福祉施設サービス費 

介護認定 
単位数 

※１ 

１日の 

報酬額（円） 

 

１日あたりの 

自己負担額 

（１割） 

１日あたりの

自己負担額 

（２割） 

１日あたりの

自己負担額 

（３割） 

要介護１ 670 ６，８８０円 ６８８円 １，３７６円 ２，０６４円 

要介護２ 740 ７，５９９円 ７６０円 １，５２０円 ２，2８０円 

要介護３ 815 ８，３７０円 ８３７円 １，６７４円 ２，５１１円 

要介護４ 886 ９，０９９円 ９１０円 １，８２０円 ２，７３０円 

要介護５ 955 ９，８０７円 ９８１円 １，９６２円 ２，９４３円 

※１ 上記利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改訂され

た場合は、これらの基本料金も自動的に改定されます。 

 

（２）①加算料金等（日単位） 

事業所加算項目 
１日あた

り単位 

１日あたりの 

自己負担額 

（１割） 

１日あたりの

自己負担額 

（２割） 

１日あたりの自

己負担額 

（3 割） 

看護体制加算（Ⅰ） 4 単位 5 円 9 円 １３円 

看護体制加算（Ⅱ） ８単位 9 円 17 円 25 円 
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夜勤職員配置加算（Ⅱ） 18 単位 19 円 37 円 56 円 

日常生活継続支援加算 46 単位 48 円 95 円 142 円 

精神科医療養指導加算 5 単位 6 円 11 円 16 円 

（２）②加算料金等（月単位） 

事業所加算項目 
１回あたり

単位 

自己負担額 

（１割） 

自己負担額 

（２割） 

自己負担額 

（3 割） 

安全対策体制加算 

（1 回限り） 
20 単位 ２１円 ４１円 6２円 

協力医療連携加算Ⅰ 100 単位 103 円 206 円 309 円 

協力医療連携加算Ⅱ 5 単位 6 円 11 円 16 円 

排せつ支援加算Ⅰ 10 単位 11 円 2１円 ３１円 

褥瘡マネジメント加算

Ⅰ 
3 単位 3 円 6 円 9 円 

ADL 維持加算 Ⅰ 30 単位 ３１円 ６２円 ９３円 

ADL 維持加算 Ⅱ 60 単位 62 円 124 円 185 円 

自立支援促進加算 280 単位 288 円 575 円 863 円 

科学的介護推進体制加算

（Ⅱ） 
50 単位 52 円 103 円 154 円 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 算定費用の 13.6％ × 負担割合 

 

（３）①該当時算定加算料金等（日単位） 

該当時の加算項目 
１日あたり 

単位 

１日あたりの 

自己負担額 

（１割） 

１日あたりの

自己負担額 

（２割） 

１ 日 あ た り の

自己負担額 

（3 割） 
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初期加算（入居日より３０日） 30 単位 31 円 62 円 93 円 

外泊時費用（月６日まで） 246 単位 253 円 506 円 758 円 

若年性認知症受入加算 120 単位 124 円 247 円 370 円 

療養食加算（1 食あたり） 6 単位 7 円/1 食 13 円/1 食 19 円/1 食 

個別機能訓練加算（Ⅰ） 12 単位 13 円 25 円 37 円 

（３）②該当時算定加算料金等（月単位） 

経口維持加算Ⅰ 400 単位 411 円 822 円 1,233 円 

経口維持加算Ⅱ 100 単位 103 円 206 円 309 円 

個別機能訓練加算（Ⅱ） 20 単位 21 円 41 円 62 円 

再入所時栄養連携加算 

(１回のみ) 
２00 単位 206 円 411 円 617 円 

退所前訪問相談援助加算

（2 回まで） 
460 単位 473 円 945 円 1,418 円 

退所後訪問相談援助加算

（退所後 1 回） 
460 単位 473 円 945 円 1,418 円 

退所時相談援助加算（1回） 400 単位 411 円 822 円 1，233 円 

退所前連携加算（1 回） 500 単位 514 円 1,027 円 １,５４１円 

退所時情報提供加算（1回） 250 単位 257 円 514 円 771 円 

退所時栄養情報連携加算 70 単位 72 円 144 円 216 円 

特別通院送迎加算 594 単位 610 円 １,2２０円 1,83０円 

新興感染症等施設療養費

（月 5 日まで） 
240 単位 247 円 493 円 740 円 
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上記利用料については、所得に応じた下記減免措置の制度があります。 

※ 高額介護サービス費の支給 

１か月の介護サービスの１割負担の合計額が所得に応じて上限額を 

超えた場合には、超えた分が申請により払い戻されます。 

（4）所定料金 

① 食費 

 １日あたり １，６００円 

 ※食費については、所得に応じた下記減免措置の制度があります。 

② 居住費 

    １日あたり ２，５００円 

※入院・外泊時において、お部屋を確保している場合、居住費を徴

収させていただきます。ただし、減免対象者（第１～３段階）の

方は、福祉施設外泊時費用算定時は、ひと月６日間（月をまたぐ場

合は連続して１２日を限度）まで通常の負担限度額とし、７日目以

降は基準額２，５００円の負担となります。 

 

（但し、当該居室でショートステイ利用が行われた場合にはその限

りではありません） 

※居住費については、所得に応じた下記減免措置の制度があります。 

 （参考） 

段階 対 象 者 居住費 食 費 

第１段

階 

生活保護受給者 
８８０円 ３００円 

住
民
税
世
帯
非
課
税 

老齢福祉年金受給者 

第２段

階 

合計所得金額と年金収

入の合計が８０万円以

下 

８８０円 ３９０円 

第３段

階 

合計所得金額と年金収

入の合計が８０万円超

１２０万円以下 

１，３７０円 ６５０円 

合計所得金額と年金収

入の合計が１２０万円

超 

１，３７０円 １，３６０円 

 

③ 日常生活費について 

個人で必要な物につきましては、利用者の自己負担となっておりますの

でご了承ください。 
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④ 個別サービス利用料金 

サービス項目 サービス内容 料   金 

理美容サービス カット 実費 

レクリエーショ

ン・行事（食事） 
花見・夏祭り・敬老会・新年会他 実費 

電気製品 

個別使用料 

電気毛布 

（個人で使用するもの） 
１，０００円／月 

電気あんか 

（個人で使用するもの） 
５００円／月 

その他の電気製品 

（１製品につき） 

 加湿器、空気清浄機、パソコン 

 オーディオ、テレビ等 

３００円／月 

※ その他個別でご希望されたサービスについては、その都度実費を

頂きます。 

（5）支払方法 

  毎月１５日までに前月分の請求をいたしますので、月末日にお支払いとな

ります。お支払い方法は、口座振替のみとさせていただきます。引き落とし

手数料 110 円を利用料と合わせてご負担していただきます。 

 

７ 緊急時の対応方法 

 利用者に容体の変化等があった場合は、医師に連絡する等必要な処置を講ず

るほか、ご家族の方に速やかに連絡いたします。 

 

8 事故発生の防止及び発生時の対応 

 利用者に対する指定介護福祉サービスの提供により事故が発生した場合は、

市町村に連絡する等必要な処置を講ずるほか、ご家族の方に速やかに連絡いた

します。また、事故の発生状況と事故に際して採った処置について記録いたし

ます。 
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9 協力医療機関等 

（１）協力医療機関  

 

名称   医療法人財団聖蹟会 埼玉県央病院 

    所在地  埼玉県桶川市坂田 1726 番地 

    連絡先  048-776-0022 

 

名称   医療法人顕正会 蓮田病院 

    所在地  埼玉県蓮田市根金 1662-1 

    連絡先  048-766-8111 

 

（２）協力医療機関 歯科 

名称   ふれあい歯科新河岸 

所在地  埼玉県川越市砂 915-7-201 

連絡先  049-265-7543 

 

（３）管理医師 

    医師   越智 美晴 

 

連絡先  048－856－9901 

 

10 非常災害対策 

 災害時、利用者の生命の安全確保を最優先にして対応するため、当法人の「消

防計画」に基づき実施します。 

 

 

 

 

11 福祉サービス第三者評価実施状況 

  実施の有無  有   無 

直近の実施日  

評価機関名称  

評価結果の開示  有    無 
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1２ サービス内容に関する相談・苦情 

（１）当施設利用者相談・苦情担当 

    担当      生活相談員     

電話         ０４８－８５６－９９０１ 

第三者委員   金澤 正俊 

      電話      ０９０－３９０４－５８１４ 

         

 （２）その他 

当施設以外に、市区町村の相談・苦情窓口等でも受け付けています。 

  ① 上尾市役所（上尾市本町 3-1-1） 

    担当     介護保険課       

      電話   代表 ０４８－775－6473 

② 埼玉県国民健康保険団体連合会（介護福祉課） 

        （埼玉県さいたま市中央区大字下落合１７０４国保会館） 

      電話         ０４８－８２４－２５６８ 

 

１3 当事業所の概要 

   名称・法人種別      社会福祉法人 真栄会 

   代表者役職・氏名     理 事 長   高橋 弘充 

   所在地・電話番号     埼玉県上尾市大字平塚 322 番地 

                ０４８－856－9901 

   定款の目的に定めた事業  特別養護老人ホーム 椋の木 
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令和  年   月   日 

 

  介護老人福祉施設入居にあたり、利用者に対して契約書および本書面に基

づいて重要な事項を説明しました。 

 

事業者 

        所在地  埼玉県上尾市大字平塚 322 番地 

        名 称  社会福祉法人 真栄会 

理 事 長   高橋 弘充     

 

 

説明者  職種                      

          

氏名                  印   

 

  

 私は、契約書および本書面により、事業者から介護老人福祉施設についての

重要事項の説明を受けました。 

 

          利用者住所                    

 

          利用者氏名                印   

 

 

   

       代理人又は身元引受人（第一順位） 

  住所                    

 

             氏名                印   

 

代理人又は身元引受人（第二順位） 

  住所                    

 

             氏名                印   


